
従来型・ユニット型介護老人保健施設ケアテル猪苗代 短期入所療養介護事業所 

施設運営に関する重要文書 

（２０２４年 ６月 １日現在） 

 

住  所：                   

 

利用者名：                   

１．事業所の概要 

（１）事業所の名称等 

・事業所名     介護老人保健施設 ケアテル猪苗代（従来型） 

・開設年月日    平成１６年 ７月 １日 

        ・所在地      福島県耶麻郡猪苗代町大字川桁字元寺２４０３番地１ 

        ・電話       ０２４２－６６－３５００ 

        ・ＦＡＸ      ０２４２－６６－３５０１  

        ・管理者      本田 一幸 

        ・介護保健指定番号 ０７５２５８００６８号 

 

・事業所名     介護老人保健施設 ケアテル猪苗代（ユニット型） 

・開設年月日    平成２８年 ６月３０日 

        ・所在地      福島県耶麻郡猪苗代町大字川桁字元寺２４０３番地１ 

        ・電話       ０２４２－６６－３５００ 

        ・ＦＡＸ      ０２４２－６６－３５０１ 

        ・管理者      本田 一幸 

        ・介護保健指定番号 ０７５２５８０１１８号 

 

（２）介護老人保健施設短期入所事業の目的と運営方針 

介護老人保健施設短期入所療養介護事業所は、看護、医学的管理の下での介護や機能

訓練、その他必要な医療と日常生活上のお世話などの短期入所療養介護サービスを提

供することで、利用者の能力に応じた日常生活を営むことができるようにすることと、

介護者の介護軽減を目的とした施設です。さらに、療養環境の調整などの退所時の支

援も行いますので、安心して利用いただけます。 

この目的に沿って、当事業所では、以下のような運営の方針を定めていますので、ご

理解いただいた上でご利用下さい。 

介護老人保健施設短期入所療養介護事業の運営方針 

事業所は前文の目的を達するため次のことを方針として運営されるものとする。 

・老人福祉処遇の質の確保と向上に努める。特別養護老人ホーム介護老人福祉施設ま

たは家庭と病院との中間処遇をベースにした介護をいう。 

・医療と福祉の機能を十分に備えた施設の位置づけにおける処遇を行う。 

          医療面の偏重（過剰医療、過少医療）を避け、生活援助の場としての施設を原則に、

バランスのとれた処遇に勤める。 

・利用者について、残存機能を生かし、可能な限り在宅生活をできるよう支援するこ

とと、介護者の介護軽減に努める。 



（３）事業所の職員体制 

・従来型介護老人保健施設 

職名 従業員の定数 業務内容 

管理者 1 名以上 施設の業務を統括し執行する。 

医師 1 名以上 利用者の健康管理及び医療の処置に適切なる処置を講ずる。 

薬剤師 1 名以上 利用者の薬剤管理・指導を行う。 

看護職員 ８名以上 利用者の保健衛生並びに看護及び介護業を行う。 

介護職員 ２０名以上 利用者の日常生活全般にわたる介護業務を行う。 

支援相談員 ２名以上 利用者などに相談指導業務を行う。 

理学・作業療法士 １名以上 利用者などに対する理学・作業療法業務を行う。 

管理栄養士 １名以上 利用者などの栄養管理・指導を行う。 

介護支援専門員 １名以上 短期入所療養介護計画の作成に関する業務を行う。 

事務職員 適当数 事務の処理を行う。 

・ユニット型介護老人保健施設 

職名 従業員の定数 業務内容 

管理者 1 名以上 施設の業務を統括し執行する。 

医師 1 名以上 利用者の健康管理及び医療の処置に適切なる処置を講ずる。 

薬剤師 1 名以上 利用者の薬剤管理・指導を行う。 

看護職員 ２名以上 利用者の保健衛生並びに看護及び介護業を行う。 

ﾕﾆｯﾄｹｱ・ﾘｰﾀﾞｰ 1 名以上 利用者の日常生活全般にわたる介護、職員指導業務を行う。 

介護職員 ５名以上 利用者の日常生活全般にわたる介護業務を行う。 

支援相談員 ２名以上 利用者などに相談指導業務を行う。 

理学・作業療法士 1 名以上 利用者などに対する理学・作業療法業務を行う。 

管理栄養士 1 名以上 利用者などの栄養管理・指導を行う。 

介護支援専門員 1 名以上 短期入所療養介護計画の作成に関する業務を行う。 

事務職員 適当数 事務の処理を行う。 

 

（４）入所定員等 

    ・従来型介護老人保健施設 

定員    ８１名 

療養室   個室 １室、二人室 １８室、四人室 １１室 

・ユニット型介護老人保健施設 

定員    １９名 

療養室   個室 １９室 

 

 

 



２．サ－ビス内容 

①短期入所療養介護計画の立案 

②食事（食事は原則として食堂でおとりいただきます） 

朝食     ８時１５分～  ９時１５分 

     昼食   １２時００分～１３時００分 

  夕食   １８時００分～１９時００分 

③入浴（一般浴槽及び特別浴槽にて入浴の対応を致します。介助を要する利用者にも対

応いたします。又、週に最低２回ご利用いただきます。但し、利用者の身体の状態に

応じて清拭となる場合があります。） 

④医学的管理・看護 

⑤介護（退所時の支援も行います） 

⑥機能訓練（リハビリテーション、レクリエーション） 

⑦相談援助サービス 

⑧理美容サービス 

⑨その他 

これらのサービスのなかには、利用者の方から基本料金とは別に利用料金をいただく

ものもありますので、具体的にご相談下さい。 

 

３．利用料金 

（１）保険給付の自己負担額 

   ①介護老人保健施設短期入所療養介護費 

ユニット型介護老人保健施設／１日 

 １割負担 ２割負担 ３割負担 

ユニット型介護老人保健施設／１日 

要介護１ ８３６円 １，６７２円 ２，５０８円 

要介護２ ８８３円 １，７６６円 ２，６４９円 

要介護３ ９４８円 １，８９６円 ２，８４４円 

要介護４ １，００３円 ２，００６円 ３，００９円 

要介護５ １，０５６円 ２，１１２円 ３，１６８円 

従来型介護老人保健施設／１日（従来型個室） 

要介護１ ８１９円 １，６３８円 ２，４５７円 

要介護２ ８９３円 １，７８６円 ２，６７９円 

要介護３ ９５８円 １，９１６円 ２，８７９円 

要介護４ １，０１７円 ２，０３４円 ３，０５１円 

要介護５ １，０７４円 ２，１４８円 ３，２２２円 

従来型介護老人保健施設／１日（多床室） 

要介護１ ９０２円 １，８０４円 ２，７０６円 

要介護２ ９７９円 １，９５８円 ２，９３７円 

要介護３ １，０４４円 ２，０８８円 ３，１３２円 

要介護４ １，１０２円 ２，２０４円 ３，３０６円 

要介護５ １，１６１円 ２，３２２円 ３，４８３円 

 

 



    ②特定介護老人保健施設短期入所療養介護費 

 １割負担 ２割負担 3 割負担 

３時間以上４時間未満 ６６４円 １，３２８円 １，９９２円 

４時間以上６時間未満 ９２７円 １，８５４円 ２，７８１円 

６時間以上８時間未満 １，２９６円 ２，５９２円 ３，８８８円 

    ③加算 

加 算 １割負担 ２割負担 ３割負担 備    考 

夜勤職員配置加算 ２４円 ４８円   ７２円 

厚生労働省が定める夜勤を行う職員

の勤務条件に関する基準を満たすも

のとして都道府県知事に届け出た場

合。 

サービス提供体制

強化加算(Ⅲ) 
６円 １２円 １８円 

介護福祉士５０％以上、常勤職員７

５％以上、勤続７年以上３０％以上。 

個別リハビリテー

ション実施加算 
２４０円 ４８０円 ７２０円 

理学療法士、作業療法士又は言語聴覚

士が個別リハビリを行った場合。 

療養食加算(１回) ８円 １６円 ２４円 

管理栄養士又は栄養士の管理のもと、

心身の状況により適切な栄養量及び

内容の食事が提供された場合。 

重度療養管理加算 １２０円 ２４０円  ３６０円 

要介護４・５の認定を受けている方

で、喀痰吸引や経管栄養等を医学的管

理のもとサービスを行った場合。 

緊急短期入所受入

加算 
９０円 １８０円  ２７０円 

居宅サービス計画において利用する

ことが計画されていない利用者を緊

急に受け入れた場合。 

緊急時施設療養費 ５１８円 １，０３６円 １，５５４円 

利用者が重篤となり救命救急医療が

必要となる場合において緊急的な治

療管 理としての投薬、検査、注射、

処置を行った場合。 

送迎加算（片道） １８４円 ３６８円 ５５２円 

利用者の心身の状態、家族等の事情等

から送迎を行うことが必要と認めら

れた方を自宅から施設へ送迎した場

合。 

総合医学管理加算 ２７５円 ５５０円 ８２５円 

治療管理を目的とした診療方針を定

め、投薬、検査、注射、処置等を行い、

主治医に対して、診療状況を示す文書

を添えて情報の提供を行った場合。 

在宅復帰・在宅療

養支援機能加算

（Ⅰ） 

５１円 １０２円 

      

１５３円 ユニット型にて算定。 

在宅復帰・在宅療

養支援機能加算

(Ⅱ) 

５１円 １０２円 １５３円 従来型にて算定。 

処遇改善加算 

介護職員等処遇改

善加算（Ⅱ） 

介護職員等の確保及び処遇改善を実施するため、介護給付単位数の７．１％が加算さ

れます。 

 

 

 

 

 

 



④滞在費 ユニット型介護老人保健施設    ２，１３９円 

従来型介護老人保健施設      １，８０１円（従来型個室） 

                            ５５０円（多床室） 

 ⑤食事費  朝 食     ５００円 

          昼 食     ７５０円 

          夕 食     ５００円 

 ⑥おやつ           ５０円  

＊個別の嗜好に基づく１食当たりの価格 

（２）その他の利用料 

①日用生活品費／日       ２３０円（非課税） 

内訳 

タオル 

使い捨ておしぼり 

エプロン 

使い捨てバススポンジ 

嗜好品・贅沢品（内税） 

費目 金額 費目 金額 

歯ブラシ（１本） ２００円 
トイレットペーパー（１

個） 
３０円 

歯磨き粉（１本） ４００円 
ティッシュペーパー 

（１箱） 
１００円 

化粧品（１品） ２，０００円 メイバランス（１本） ３５０円 

シャンプー（１本） ３００円 ポリデント（１箱） １，２００円 

リンス（１本） ３００円 ポリグリップ（１本） １，２００円 

牛乳 100ｍｌ（１本） ４０円 －  

②教養娯楽費／回          １８０円（非課税） 

      クラブやレクリエーションで使用する折り紙、粘土等の材料費や風船、輪投げ

等遊具、ビデオソフト等の費用であり、施設で用意するものをご利用いただく

場合、１回（１参加）につきお支払いいただきます。 

③理美容代 

  理美容をご利用の場合は業者委託になります。 

④特別室利用料（１日あたり） 

ユニット型介護老人保健施設    ９９０円（内税） 

従来型介護老人保健施設（個室）  ９９０円（内税） 

従来型介護老人保健施設（２人部屋）４８０円（内税） 

⑤行事費（その都度実費をいただきます） 

小旅行や観劇等の費用や講師を招いて実施する料理教室の費用で、参加され

た場合にお支払いいただきます。 

⑥電気代（内税） 

利用者個人の希望により、施設に持参する電化製品については、個人の実費負

担となります。なお、医師の指示により使用する電化製品については無料とい

たします。 



※以下、参考例 

費目 金額 費目 金額 

テレビ（１日） ６０円 ラジオ（１日） ３８円 

電気ポット（１日） ４９円 電気あんか（１日） ９３円 

電気毛布（１日） ６０円 電気敷毛布（１日） ６０円 

扇風機（１日） ３８円 電気カミソリ（１日） １６円 

携帯電話（１日） １６円   

 

（３）支払方法 

お支払方法は、現金、銀行振込の方法があります。利用契約時にお選び下さい。 

    又、保険料滞納等の場合には施設へ全額支払っていただき、サ－ビス提供証明書領

収書を交付します。後日保険者市町村の窓口に提出しますと払い戻しを受けるこ

とができます。 

４．協力医療機関等 

当事業所では、下記の医療機関に協力いただいております。 

協力医療機関 

・名称  猪苗代町立猪苗代病院 

・住所  福島県耶麻郡猪苗代町字梨木西６５番地 

   協力歯科医療機関 

・名称  斉藤歯科医院 

・住所  福島県耶麻郡猪苗代町大字川桁字幸野２１４７ 

 

５．事業所利用に当たっての留意事項 

・日課の励行 

  日課については、医師、支援相談員、看護職員、介護職員、理学・作業療法士など

の指導による日課を励行し、共同生活の秩序を保ち、相互の親睦に努めてください。 

・外出・外泊 

    外出・外泊を行う場合は、所定の手続きをとって外出・外泊先、用件、事業所の帰

着の予定日を施設管理者へ申し出ください。 

・面会 

    午前９時～午後８時までの時間帯で、毎日可能である。本人への励ましにもなるの

で、できるだけ頻回にお願いします。 

・健康維持 

    事業所で行う健康診断を受け健康管理に努めてください。 

  ・衛生保持 

    事業所の整理・整頓、その他環境衛生の保持のため施設に協力してください。 

  ・身上変更の届け出 

    身上に関する重要な事項が発生された場合は速やかに事業所に申し出願います。 

 



６．禁止事項 

・宗教活動 

    ご本人が行うことに関しては問題ありませんが、他の利用者への布教活動や自己

の利益のために他人の自由を侵さないでください。 

・飲酒・喫煙 

    決められた場所で決められた量をお願いします。又、泥酔したり、楽器、テレビ、

レコードなどの音を大きく出したりしないでください。 

 

・火気の取扱い 

    事業所内の指定した場所以外での火気の持ち込み及び使用はしないで下さい。 

 

・設備・備品の利用 

    事業所内にある備品等は自由に利用していただいてかまいません。（テレビや新聞

等）但し、故意に施設若しくは物品に損害を与えたり、施設外に持ち出したりしな

いでください。 

・賭事の禁止 

    金銭または物品によって賭事はしないでください。 

・その他 

    事業所内の秩序、風紀を乱さないでください。又、無断で備品の位置や形状を変え

ないでください。 

 

７．非常災害対策 

・防災設備    スプリンクラー、消火器、消火栓 

・防災訓練    年２回 

 

８．事故発生対策 

  当事業所では、事故発生時には速やかに対応し、ご利用者家族、居宅介護支援事業所の

担当者へ連絡をいたします。又、保険者の指定する行政機関に速やかに連絡します。 

 

９．禁止事項 

当事業所では、多くの方に安心して療養生活を送っていただくために、利用者の「営利

行為、宗教の勧誘、特定の政治活動」は禁止します。 

 

１０．虐待防止対策 

  当事業所では、虐待防止のために虐待防止検討委員会を組織します。委員会では、外部・

内部研修を計画し、職員の資質の向上に努めると共に虐待事案の原因分析と再発防止

を迅速に行います。また、虐待が発生した場合、市町村に連絡し適正な対応を行います。 



１１．賠償責任 

短期入所療養介護の提供に伴って当事業所の責に帰すべき事由によって、            

利用者が損害を被った場合、当事業所は利用者に対して損害を賠償するものとする。利

用者の責に帰すべき事由によって当事業所が損害を被った場合は、利用者が当事業所

に対して、その損害を賠償するものとします。 

 

１２．介護保険証の確認 

説明を行うに当たり、ご利用希望者の介護保険証を確認させていただきます。 

 

１３．ケアサービス 

当事業所でのサービスは、どのような介護サービスをすれば家庭に戻っていただける

状態になるかという短期入所療養介護計画に基づいて提供されます。この計画は、利用

者に関わるあらゆる職種の職員の協議によって作成されますが、その際、ご本人・扶養

者の希望を十分に取り入れ、また、計画の内容については同意をいただくようになりま

す。 

・医療 

事業所は、入院の必要のない程度の要支援・要介護者を対象としていますが、医師・

看護職員が常勤していますので、ご利用者の状態に照らし合わせて適切な医療・看

護を行います。 

・介護 

短期入所療養介護計画に基づいて実施します。 

・機能訓練 

原則として機能訓練室にて行いますが、事業所内でのすべての活動が機能訓練の

ためのリハビリテーション効果を期待したものです。 

 

１４．生活サービス 

当事業所利用中も明るく家庭的な雰囲気のもとで生活していただけるよう、常に利用

者の立場に立って運営しています。 

・食事 

     朝食     ８時１５分～  ９時１５分 

       昼食   １２時００分～１３時００分 

       夕食   １８時００分～１９時００分 

＊食事は原則として食堂でお摂りいただきます。 

・入浴 

週に最低２回。但し、利用者の身体の状態に応じて清拭となる場合が有ります。 

 

 



１５．他機関・施設との連携 

・協力医療機関への受診 

当事業所では、町立猪苗代病院と斉藤歯科医院に協力をいただいていますので、利

用者の状態が急変した場合には、速やかに対応をお願いするようにしています。 

・他施設の紹介 

当事業所での対応が困難な状態になる等、専門的な対応が必要になった場合には

責任を持って他の機関を紹介しますので、ご安心下さい。 

１６．緊急時の連絡先 

緊急の場合には、「同意書」にご記入いただいた連絡先に連絡します。 

 

１７．事業の実施地域 

  猪苗代町、磐梯町、会津若松市、郡山市、喜多方市、北塩原村、会津美里町、会津坂下

町、柳津町、三春町、本宮市、二本松市、三島町とする。 

 

１８. 第三者評価の実施 

  当施設では、第三者評価の実施は行っておりません。 

 

１９．その他 

当事業所についての詳細は、パンフレットを用意してありますので、ご請求下さい。 

 

尚、当事業所には支援相談員が勤務していますので、お気軽にご相談下さい。 

（電話０２４２－６６－３５００  鈴木和佳子、阿部智美、二瓶真衣、鈴木友里） 

 受付日時 月曜日から土曜日  ８時３０分から１７時００分 

また、当事業所に対する要望や苦情なども、支援相談員にお寄せいただければ、速やかに

対応いたします。そのほか、正面玄関前に備え付けられた「ご意見箱」をご利用下さい。 

  ＊苦情解決責任者 施設管理者 本田 一幸 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



介護老人保健施設重要事項説明同意書 

 

 

 介護老人保健施設ケアテル猪苗代を利用するにあたり、介護老人保健施設ケアテル猪苗

代短期入所重要事項説明書により施設運営に関する重要事項に関して、担当者による説明

を受け、これらを十分理解した上で同意します。 

 

 

年   月   日 

 

 

 

＜利用者＞ 

                      

                     氏 名               ㊞ 

 

＜代理人＞ 

                      

                     氏 名               ㊞ 

（続柄：              ） 

注：利用者本人が記名、捺印の場合は、利用者欄のみ記載し、代理人が記名する場合は、代

理人欄に記名、捺印、続柄を記載して下さい。 

 

 

 

＜施 設＞ 

                     福島県耶麻郡猪苗代町 

大字川桁字元寺２４０３番地１ 

                     介護老人保健施設 ケアテル猪苗代 

                      施 設 長  本 田  一 幸  ㊞ 

 

 

作成日      年   月   日 

 

担当者                


